
そ
れ
御
通
達
成
し
下
さ
れ
度
く
L
と
願

い
出
、
そ

こ
に
衰
運
打
開
の
道
を
見
出
そ
う
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
独

占
的
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
よ
り
す
が

っ
た
も
の
が
、
幕
府
権
力
で
あ

っ
て
、
国
産
の
奨
励
に
積
極
的
な
関
心
を
示
し
つ
つ
あ

っ

た
藩
権
力
で
な
か

っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
能
登
縮
の
場
合
、
藩
が
織
布
工
場
の
経
営
を
助
け
て
江
州
流
麻

布

の
製
織
を
伝
習
せ
し
め
た
り
、
あ
る
い
は
製
布
資
金
を
貸
下
げ
て
そ
の
発
展
策
を
講
じ
て
い
る
(
瓏
證
圏

が
、

奈
良
晒
の
場
合
、
そ

の
よ
う
な
積
極
的
な
保
護
は
全
く
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
も
、
奈
良
晒
が
衰
退
す
る
大
き
な
理
由
が
ひ
そ
ん

で
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
明
治
を
迎
え
た
奈
良
晒
は
、
武
士
階
級
と
い
う
最
大
の
顧
客
を
失

っ
て
決
定
的
な
打
撃
を
う
け
、
没
落

へ
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
る
。
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第
三
節

酒

造

僧

坊

酒

と

す
で
に
室
町
時
代
か
ら
、
奈
良
の
酒
は
、
京
都
の
柳
酒
、
河
内
天
野
山
金
剛
寺

の
天
野
酒
な
ど
と
と
も
に
名
酒
と

諸

白

づ

く

り

し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
郊
外
の
菩
提
出
寺
の
酒
が
良
酒
と
さ
れ
・

「菩
提
山
」
ま
た
は

「
山
樽
」

の
称
が
あ

っ
た
。
奈
良

の
酒
は
、
こ
の
菩
提
山
寺
を
は
じ
め
興
福
寺
や
東
大
寺
、
あ
る
い
は
奈
良
東
方

の
中
川
寺
な
ど
、
寺
院
を
中
心

に
醸
成
さ
れ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
僧
坊
酒

の
名
で
呼
ば
れ
、
寺
院
が
酒
造
業
の
第

一
線
を
退

い
た
後
に
お
い
て
も
、

こ
の
名
が
用
い
ら

れ
た
。
秀
吉

の
醍
醐
の
花
見
に
、

「
加
賀
の
菊
酒
、
麻
池
酒
、
其
外
天
野
、
平
野
、
尾

の
道
、
児
島
、
博
多

の
練
酒
、
江
川
酒
」
と
並

ん
で

「奈
良
の
僧
坊
酒
」
が
名
酒
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
と
い
い

(
『太
閤
記
』
)
、
正
保
二
年

(=
ハ豐
)
に
出

た

『毛
吹
草
』
に
も
、

僧
坊

酒
と
出
て
い
る
。
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も
ろ
は
く

と
こ
ろ
で
十
六
世
紀
後
半
の
安
土
桃
山
時
代

に
、

こ
れ
ま
で
の
濁
酒
に
か
わ
っ
て
諸
白
造
り
の
技
術
が
開
発
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
成

功
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
奈
良

の
僧
坊
酒
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
諸
白
と
い
う

の
は
、

『本
朝
食
鑑
』
(弍
褓
杁
砕
刊
)

に

「近
代
、

酒
ノ

も
ろ

絶
美
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
呼
テ
諸
白
ト
イ
フ
、
諸

ハ
庶

ナ
リ
、
白

ハ
白
米
白
麹

ヲ
以
テ
造

ル
、

故

二
名
ッ
ク
」

(原
漢
文
)
と
あ
る
よ
う
に
、

麹

米

・掛
米

(蒸
米
)
と
も
に
よ
く
精
白
し
た
も
の
を
用
い
て
醸
成
し
た
上
質

の
酒
を
い
う
。
永
禄

・
元
亀
期

(一伍
伍
訊
)
を
中
心
に

『多
聞

院

日
記
』
に
散
見
さ
れ
る
記
事
に
よ
る
と
、
夏
酒
と
正
月
酒
の
二
期
醸
造
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
醸
造
法
は
、
米
麹
と
蒸
米
と
水

か
ら
ま
ず
酒
母
を
育
成
し
、
こ
れ
が
熟
成
す
る
と
米
麹

・
蒸
米

・
水
を
三
回
に
分
け
て
仕
込
む
、
初

・
仲

・
留

の
三
段
掛
仕
込
法
を
と

り
、
火
入
れ
に
よ
っ
て
殺
菌
を
行
な
う
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
近
世
清
酒
醸
造
技
術

の
原
型
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
遅

く
と
も
十
六
世
紀
末
ま
で
に
は

そ

の
技
術
的
完
成
を
み
た
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
天
正
六
年

(蓋
七八)

『多
聞
院
日
記
』

に

「
諸

白

一

瓶
」
と
み
え
(-
朗
配
射
)、

天
正
九
年
に
は

『
御
湯
殿
上
日
記
』
に

「
み
や
の
御
か
た
よ
り
も
、

な
ら
の
も
ろ
は
く
と
て
す

二
ま
い
る
」

と
あ
る
(眦
朋
紅
+
)。
な
お
、
天
正
十
年

(蓋
八二
)
五
月
、安
土
に
い
た
徳
川
家
康

に
大
乗
院
か
ら
届
け
た
贈
物

の
中
に

「山
樽
三
荷
孀
し
旧」

と

み
え
(
『多
聞
院

日
記
』
)、

「
菩
提
泉
」

の
醸
造
法
と
し
て

「
白
米
壱
斗
澄
程
可
洗
」
と
あ
る
の
で
(
鴫
瀦
之
)、

諸
白
は
菩
提
山
寺
で
創
製
さ
れ

た
の
で
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
(小
野
晃
嗣
『日
本

産
業
発
達
史
研
究
』
)。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
期
、
社
会
変
動

の
波
に
洗
わ
れ
て
、
寺
院
酒
造
業
は
ど
こ
と
も
衰
退

に
向
か

っ
て
い
た
。

南

都

諸

白

多
聞
院
で
も
天
正

の
中
ご
ろ
か
ら
醸
造
を
や
め
て
町
の
酒
屋
か
ら
買
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
菩
提
山
寺

の
「
山
樽
」

も
文
禄
末
年

(三
突
)
を
最
後
に
記
録
か
ら
み
え
な
く
な
る
。

こ
れ
に
代
わ

っ
て
奈
良

の
酒
造
業
を
担

っ
た
の
が
、

当
然
の
こ
と
な
が

ら
町
方

の
酒
造
家
で
あ

っ
た
。
中
世

に
も
在
家

の
酒
屋
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
土
桃
山
時
代
に
は
、

「
あ
か
ね
屋
」

「き
く

や
」

「腹
巻
屋
」

「角
屋
」

「薩
摩
屋
」

「備
前
」
な
ど

の
酒
屋

の
名
も
知
ら
れ
る
が
(
『羅

翌
)、

寺
院
酒
造
業

の
没
落
に

と
も
な

っ

て

「酒
町

二
入
リ
之

ヲ
商

フ
、
町
人
争
テ
之

ヲ
作

ル
」
(原
漢
文
「庁
中
漫

録
」
玉
井
家
文
書
)よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
天
正
二
十
年

(蓋
空
)
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郡
山
城
主
豊
臣
秀
保
が
奈
良

。
郡
山
以
外
で
の
酒
造
を
禁
じ
、
他
国

の
酒
の
大
和

へ
の
移
入
を
差
留
め
た
(
嘉
甑
院
)
こ
ろ
か
ら
、

町
の

酒
造
家
の
族
生
が
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
う
し
た
酒
造
業

の
社
会
的
変
動
、
さ
ら
に
は
醍
醐

の
花
見
酒
に
み
ら
れ
る
新
興
銘
醸
地
の
台
頭
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奈
良
が
酒
造

業
界

に
指
導
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
諸
白
造
り
と
い
う
技
術
的
優
位
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ

と
は
、

京
都
の
柳
酒
が
そ
の
伝
統
を
捨
て
、

慶
長
の
中
ご
ろ
か
ら
京
諸
白

の
醸
造
に
転
じ
、

貞
享

(宍
八四～
八七
)
の
こ
ろ
京
都

の
大
き

な
造
酒
家
が
、
平
重
衡

の
奈
良
焼
打
ち
の
故
事
に
ち
な
み
、
重
衡
屋
を
名
乗

っ
て
そ
の
酒
が
奈
良
の
酒
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を

誇

示
し
た
こ
と
(
輾
翻
府
)
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『本
朝
食
鑑
』
に

「
和
州
南
都
造
酒
第

一
ト
ナ
ス
、
而

シ
テ
摂
州
之
伊
丹
、

鴻
池
、
池
田
、
富
田
之

二
次
グ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
禄
ご
ろ
ま
で
は
、
そ
の
名
声
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
奈
良

の
酒
は

「南
都
諸
白
」
と
呼
ば
れ
て
珍
重
さ
れ
た
。
天
正
の
中
ご
ろ
以
後
続
々
と
京
都
方
面
に
送
ら
れ
、
江
戸
時
代

に
入

っ
て
も
、
慶
長
十
七
年

(=
ハ三
)
閏
十
月
池
田
輝
政
が
神
龍
院
梵
舜
の
も
と

へ
南
都
諸
白
の
新
酒
二
樽
を
贈
り
(隔
讃
噴
)、
元
和
三
年

(一室
七)
二
月
大
覚
寺
門
跡
か
ら
相
国
寺

へ
南
都
諸
白
二
樽

の
下
賜
が
あ
り
(
曙
鯱
)、
元
和
五
年
三
月
に
は
、
山
科
言
緒
が
関
白
二
条
昭

実

に
南
都
諸
白
二
樽
を
進
献
し
て
い
る
(
糶
醜
)
な
ど
、
南
都
諸
白
が
名
酒
と
し
て
好
評
を
受
け
、
貴
顕

の
間
で
贈
答
に
用
い
ら
れ
て
い

た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、

慶
長
十
九
年

(一六
西
)
十

一
月
、
大
坂
冬

の
陣

に
向
か
う
徳
川
家
康
が
奈
良

に
軍
を
と
ど
め
た
際
、

奈
良

の
酒
造
家
正
法
院
八
左
衛
門
が
家
康
に
酒
を
献
上
し
て
嘉
賞
さ
れ
、
そ
の
後
、
住
吉

の
陣
中
に
も
こ
れ
を
届

け
た
と
い
う
伝
え
も

あ
る
Q

諸
白
の
ほ
か
に
も
奈
良
で
創
製
さ
れ
た
酒
に
、

ア
ラ
レ

(霰
)
な
い
し

ミ
ゾ

レ

(霙
)
と
称

す
る
酒
が
あ

っ
た
。

霰

酒

霙
酒
は
、

寛
永
三
年

(一六二六)
中
院
町
の
酒
造
家
讃
岐
屋
兵
助
が
春
日
ま
い
り
の
帰
途
、

猿
沢
池
に
降
る
霙
を
み

て
発
明
し
た
と
伝
え
る
が
(
蝦
齣
人
)、

「
ミ
ソ
レ
」

の
名
は
す
で
に
早
く
永
禄
十
年

(蓋
六七)
に
み
え
る
(指
茅
膕
礪
田
曜
鐔
。

「霰
酒
」

「
ア
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霰酒(r大 日本名産図会』)

ラ
レ
酒
L

の
名
も
元
亀
元
年

(
蓋
七〇
)
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
し
(臨
博
徳

ン
朋
謝
卜
鯛
茶
+
)
、
慶
長
八
年

(
一六〇三
)
の

『
日
葡
語
彙
』

J
も

「A
ra

‐reza
ge
〈
酒
の

一
種
>
」
と
出
て
い
る
。
な
お
、
霰
酒
の
創
始
に

つ
い
て
は
、
中
筋
町

の
医
者
糸
屋
宗
仙
が
、
春

日
ま
い
り
の
帰
途
霰

が
猿
沢
池
に
沈
む

の
を
み
て
発
明
、
そ
の
製
法
を
酒
屋
の
菊
屋
治
左

衛
門
に
教
え
た
と
い
う
伝
え
も
あ
る
。

霰
酒

(霙
酒
)
は
、

酒
の
中
に
白
い
米
麹
を
浮

か
せ
た

味
醂
酒
の

一
種
で
、
溶
け
き
ら
な
い
麹
が
霰
の
よ
う
に
み
え
た
り
、
動
か
す
と

に
ご

っ
て
霙
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
の
だ
が
、
元
禄

(ト
亠款
猟
二
)
の
こ
ろ

「此
酒

(霙
酒
)
本
は
南
都
よ
り
醸
し
出
せ
り
、
然
れ
共
其
味
辛
し
」
(
蠶

続
)と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、

現
在
の

霰
酒
と
は
少
し
違

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、

後
年

の
広
告
で
霰
酒
と
霙
酒
が
別
扱

い
さ
れ
て
い
る
の
で

(鵬
堺
参
照
)
、

あ

る
い
は
霰
酒
と
霙
酒
の
あ
い
だ
に
は
若
干
の
異
同
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(ゾ
)

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
霰
酒

(霙
酒
)
も
ま
た
、
慶
長
以
後
盛
ん
に
京
都
に
送
ら
れ
、
貴
顕
の
間
で
愛
飲
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
ミ
ソ
レ
」

の
名
で
、

『
多
聞
院
日
記
』
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
記
録

に
散
見
さ
れ
る
。

ま
た
、
慶
長
十
五
年

(一1¥δ
)
八
月
、

東
大
寺
か
ら
竜
田

の
片
桐
且
元

へ
贈

っ
た
歳
暮

の
お
礼

に
、
霰
酒

一
樽
が
み
え
(
翼
獣
寺
)、
寛
永
五
年

(
一六二八
)
紀
州
の
徳
川
頼
宣
が
南
都
霰
酒
を
将
軍
に

献

じ
て
い
る
。
寛
永
十

一
年

(萎

四)
、
讃
岐
屋
兵
助
が
霙
酒
を
明
正
天
皇
に
献
じ
、
元
禄
元
年

(ニ
ハ八八)
ま
で
将
軍

へ
も
献
上
を
つ
づ

け
た
と
い
う
。
享
保
年
間
の

「
町
代
和
田
藤
右
衛
門
諸
事
控
」

(藤
田
文
庫
)
に

讃
岐
屋
兵
助
家
二
作
候
霙
酒
毎
年
公
儀
江
献
上
、
南
都
奉
行
ヨ
リ
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御
樽

両
樽

但
五
升
入

錠
前
ア
リ

御
老
中
へ

五
升
入

壱
樽

錠
前
ナ
シ

若
年
寄
衆
方
御
傍
衆
方
三
人

寺
社
御
奉
行
衆

三
升
入

元
禄
元
辰
年
迄
献
上
、
元
禄
二
年
巳
年
ヨ
リ
献
上
相
止
、
御
簡
略
故
ナ
リ

と
あ
り
、
将
軍

へ
の
献
上
が
あ

っ
て
こ
そ

「
御
残
ト
云
子
細
ア
リ
」
、

こ
れ
が
な
く
な
れ
ば
老
中

へ
も
無
用
と
い
う

の
で
、
宝
永
六
年

(
一七〇九
)
に
い
た
っ
て
老
中
其
外

へ
の
霙
酒

の
献
上
も
廃
さ
れ
た
と
い
う
。

江
戸
時
代

の
初
め
ご
ろ
、
奈
良
で
は
五
万
石
ほ
ど
の
酒
が
生
産
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
さ
き

の

「町
代
和
田
藤
右

衛
門
諸
事
控
」
に
、
中
坊
飛
騨
守
が
奉
行
に
在
任
中
の
寛
永

の
こ
ろ
、

「
五
万
石
酒
造
り
出
す
、
五
万
石
に
は
米

七
万
石
と
や
ら
ん
入
用

の
由
、

岩
井
九
右
衛
門
物
語
」
と
み
え
る
。

ま
た
、
寛
永
十

一
年

(コ
ハ三四)
将
軍
家
光
が

上
洛
の
折
り
、
酒
造

米

と
し
て
御
城
米

の
貸
付
け
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
菊
屋
治
左
衛
門

・
木
津
屋
利
兵
衛

・
奈
良
屋
八
左
衛
門

・
糸
屋
忠
助
の
四

人

(の
ち
讃
岐
屋
兵
助
も
加
わ
る
)
が
、

江
戸
城
本
丸
へ
酒
を
納
め
る
よ
う
に
な

っ
た
と
も
あ
る
。

南
都
諸
白
が
名
酒
と
認
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

の
後
幕
府
は
、
酒
造
業
の
統
制
に
乗
り
出
し
て
く
る
が
、
そ

の
政
策

の
実
施
に
あ
た

っ
て
も
、
奈
良
は
、

名
酒

の
銘
醸
地

の
故
に
特
別

の
は
か
ら
い
を
受
け
る
。

江
戸
幕
府
は
、
奢
侈
禁
止

の
立
場
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
と
し
て
は
米
価
調
節

の
観
点
か
ら
、
酒
造
業
に
き
び
し
い
統
制
を
加
え

た
。
酒
造
業
が
、
幕
藩
体
制

の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
米
穀
の
加
工
業
で
あ
り
、
米
の
流
通
事
情
が
米
価
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら

で
あ
る
。
幕
府

の
酒
造
統
制
は
、

寛
永
十
九
年

(
宍
四二)
農
村
に
お
け
る
酒
造
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

町
方
に
お
け
る
酒
造
の
半
減

を
命
じ
た
の
に
始
ま
る
が
、

こ
れ
は
寛
永
末
年

の
飢
饉

へ
の
対
策
と
し
て
と
ら
れ
た
臨
時
的
な
措
置
で
あ

っ
た
。
幕
府
が
本
格
的
な
酒

造

統
制

に
乗
り
出
す
の
は
、

幕
藩
体
制

の
確
立
期

に
あ
た
る
万
治
三
年

(
一六六〇
)
の
酒
株

の
制
定
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

近

幕

府

の

酒

造

政

策

と

奈

良
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世
初
頭
以
来
隆
盛
に
向
か
っ
て
き
た
酒
造
業
は
、
そ
の
自
由
な
発
展
に
制
約
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
暦
111.x
-
Cl六五七)
の
江
戸
大
火
に
よ
る
米
価
騰
貴
を
お
さ
え
る
た
め
、

翌
万
治
元
年

・
二
年
と
酒
造
高

の
半
減
を
命
じ
た
が
、

万

治
三
年

(宍
六〇)
に
は
、

明
暦
三
年
の
酒
造
米
高
を
調
査
し
、

こ
れ
を
基
準

に
半
減
令
を
実
施
し
た
。

こ
の
と
き
幕
府
は
、
酒
株
を
定

め
て
無
株

の
者
の
営
業
を
禁
止
し
、
明
暦
三
年

の
酒
造
米
高
を
株
高
と
し
、造
石
高
を
株
高

の
範
囲
に
限

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、酒

造
制
限
を
行
な
わ
な
い
時
期
は
、株
高
に
関
係
な
く
自
由
に
酒
造
高
を
増
減
で
き
た
の
で
、株
高
は
事
実
上
酒
造
制
限

の
基
準
高
を
意
味

し
た

(三
分
の
一造
り
と
い
え
ば
、
株
高
の
三
分
の
一
に
減
醸
す
る
こ
と
)
。

そ
の
た
め
、
年
を
重
ね
る
う
ち
に
は
、
株
高
と
実
際

の
酒
造
高

と
の
間
に
異
同
が
生
ず
る
。

こ
れ
を
調
整
す
る
た
め
株
改
め
が
行
な
わ
れ
た
。

寛
文
七
年

(
ニハ六七
)
幕
府
は
こ
の
株
改
め
を
行
な
い
、

寛
文
五
年

・
六
年

の
酒
造
米
高
お
よ
び
酒
屋
数

の
調
査
を
実
施
し
て
、
寛
文
五
年
の
酒
造
米
高
を
も

っ
て
酒
造
制
限

の
基
準
と
し
た
。

そ
し
て
幕
府
は
、
寛
文
六
年
か
ら
十
年
ま
で
は
そ
の
四
分

の
一
、

寛
文
十

一
年
か
ら
延
宝
三
年

(エ
ハ七五)
ま
で
は
八
分

の
一
、

延
宝
八

年
は

一
六
分
の
一
、
天
和
元
年

(ニ
ハ益
)
は
三
二
分
の

一
ま
で
制
限
を
強
化
、
天
和
三
年
八
分

の
一
に
ゆ
る
め
た
。

つ
い
で
元
禄
十
二

年

(ニ
ハ究
)
に
は
五
分
の

一
造
り
、
十
三
年
二
分
の

一
造
り
、
同
十
四
年
五
分
の

一
造
り
を
命
じ
た
が
、
翌
十
五
年

(一七〇二)
二
度
目

の

株
改
め
を
行
な
い
、
元
禄
十
年

の
酒
造
米
高
を
も

っ
て
制
限
基
準
と
し
た
。
こ
れ
が
元
禄
調
高
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
以
後
天
明
期
ま

で
の
基
準
高
と
な

っ
た
。
元
禄
十
五
年
か
ら
宝
永
五
年

(
一七〇八
)
ま
で
は
連
年
五
分
の

一
造
り
画・
正
徳
五
年

(一七
一五
)
三
分
の

一
造
り
が

命
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
米
価

の
下
落
も
あ

っ
て
、
事
実
上
酒
造
業
は
自
由
営
業
の
時
期
を
迎
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
米
不
足

の
折
り
、
し
ば
し
ば
酒
造
制
限
令
が
出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
史
料
に
み
ら
れ
る
限
り
で
も
、

寛
文
六
年

(宍

六六)
の
四
分
の

一
造
り
の
節
、
奈
良
は

「今
以
て
心
次
第
た
る
べ
し
」
と
減
醸
を
ま
ぬ
が
れ
(
「庁
中
漫
録
」)、

寛
文
十
年

の
四
分

の
一
造
り
、

十

一
年
の
八
分
の
一
造
り
の
と
き
に
も
奈
良
は

「御
赦
免
」
に
な

っ
て
い
る
し
(翫
曙
竍
謝
肝
離
畤
期
勲
酒
)
(た
だ
し
、
伊
丹
で
も
八
分
の
一
で
は
一

軒
当
た
り

一
〇
〇
石
余
の
酒
造
高
に
な
る
と
い
う
の
で
、
京
都
所
司
代
に
願
い
出
、
南
都
同
様
の
銘
酒
産
地
と
い
う
こ
と
で
酒
株
高
を
倍
の
八
万
石
に
改
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め
て
も
ら
っ
て
い
る
)
、
元
禄
十
二
年

(一六究
)
の
五
分
の

一
造
り
令
の
と
き
に
も
三
分
の
二
造
り
を
認

め
ら
れ
て

い
る
(
鸛

)。

酒
造
制
限

の
ほ
か
、
幕
府
の
と

っ
た
酒
造
政
策
に
、
寒
造
り
へ
の
集
中
策
が
あ

っ
た
。
寒
造
り
は
仕
込
み
に
長

い
日
数
が
か
か
る
が
、

良
質
の
酒
が
で
き
る
。

寛
文
十
年

(一六七〇)
か
ら
、
古
米
に
よ
っ
て
仕
込
ま
れ
る
早
造
り
の
新
酒
を
禁
止
し
、

酒
造
を
寒
造
り
に
限
定

す
る
方
針
を
と

っ
た

(以
後
の
酒
造
制
限
令
は
す
べ
て
寒
造
り
酒
が
対
象
と
な
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
も
奈
良
の
酒
造
業
は
、
特
例
を
認
め
ら

れ
て
い
る
。
寛
文
十

一
年
、
余
国
で
は
冬
中

の
新
酒

の
商
売
が
停
止
さ
れ
た
の
に
奈
良

の
み
は
こ
れ
を
許
さ
れ
(乱
惣
黼
曜
如
趾
)、

元
禄
十

五
年

(一七〇二)

「
寒
造
之
外
新
酒

一
切
停
止
」
と
五
分
の
一
造
り
の
布
達

の
あ

っ
た
折
り
も
、

三
分

の
二
造
り
の
願
い
は
認
め
ら
れ
な

か

っ
た
が
、
造
石
高

の
三
分

の
一
ま
で
は
、

寒
前

の
造
懸
け
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
宝
永
元
年

(一七〇四)
に
は
、

江
戸
酒
屋
に
限

っ
て

新
酒
造
り
を
許
さ
れ
て
い
る

(臨
蝣
呻
)
。

さ
て
、

万
治
三
年

(
一室
ハ○
)
の
酒
株
制
定

に
あ
た

っ
て
、

奈
良

の
請
株
は

「酒
株
惣
合
壱
万

六
千
百
十
四
石
弐
斗

五
升
、
持
主

百
弐
十
七
軒
」

「外

二
三
軒
、
是
は
町
方
に
て
借
株
に
て
造
之
酒
屋
に
御
座
候
、

合
百
三
拾
軒
」

と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
(翫
鰯
畦
鰍
畔
知
踊
)。

辰
冬
ヨ
リ
巳
春
迄
、
午
ノ
冬
ヨ
リ
未
春
迄

と
こ
ろ
が
十
年
後
の
寛
文
七
年
、
第

一
次
株
改

め
の
と
き

の
も
の
と
み
ら
れ
る
書
上
に
は

「○
酒
高
合
三
万
千
六
百
九
十
八
石
、
酒

作
申
候
人
数
七
十
七
人
」

(
「庁
中

漫
録
」
)
と
あ
る
。
酒
造
高
は
と
も
か
く
と
し
て

(
「巳
冬
か
ら
午
春
迄
」
を
含
む
三
か
年
の
合
計
と
み
て
も
、

一年

に
一万
石
は
こ
え
る
)
、
酒
造
業
者
の
減
少
が
い
ち
じ
る
し
い
。

そ
の
間

の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
奈
良
の
酒
造
業
が
す
で
に
衰

運
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
貞
享
年
間

(
一六
八
四

～
八
七
)
の
も
の
と
み
ら
れ
る
酒
造
仕
込
技
術

の
秘
伝
書

『
童

蒙

酒

造

記
』

が
、

「奈
良
流
」
を
旧
法
と
し
、
「
伊
丹
流
」

・
「
鴻
池
流
」
を

「当
流
」
と
し
て
い
る
よ
う
に

(鶇
蝉
明
)
、

南
都
諸
白
の
技
術
的
な
遅

れ
が
、
そ
の
理
由

の

一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
南
都
諸
白

の
技
術
を
発
展
的
に
継
承
し
た
伊
丹
は
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
江
戸
下

り
酒
銘
醸
地
の
中
心
と
し
て
隆
盛
期
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
文

(
一比
配
倣
)
の
こ
ろ
に
は
、
諸
白
と
い
え
ば

、
伊
丹
諸
白

の
み
を

奈
良
酒
の
衰
勢

と

江

戸

酒

屋
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さ

す

よ
う

に
な

る
。

な

お
、

寛

文

八
年

(
一六六
八
)

の
酒
造

制

限

令

の
折

り
、

奈

良

奉

行

土
屋

忠

次

郎

か
ら

、

と
う

じ

奈
良

の
酒
屋
の
杜
氏
が
ひ
ま
を
も
ら
い
奈
良
以
外
の
土
地

へ
行

っ
て
杜
氏
を
務
め
る
こ

と
を
禁
ず
る
布
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、
寛
文
十

一
年
、
冬
作

の
新
諸
白
な
ら
び

に
古
酒

と
も
武
士
方

へ
は
何
国
な
り
と
も
遣
し
て
よ
い
が
、
他
国
の
町
人

へ
は
新
諸
白
を
む
ざ

と
売
渡
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
酒
屋
中

酒造家菊屋自家醸酒公告(天理図書館蔵)

で
申
し
合
わ
せ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ

る

(
「庁
中

漫
録
」
)
。

や
や
時
代
を
下
が

っ
て
貞

享

四
年

(一六八七)
の

『奈
良
曝
』

に
は
、

下

の

と
お
り
、
当
時
の
有
力
と
み
ら
れ
る
酒

屋
二
五
軒
の
名
が
あ
げ
ら

れ

て

い

る

(た
だ
し
、
当
然
あ
げ
ら
れ
て
よ
い
酒
屋
で

記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
が
あ
る
)
。

冒
頭
に
み
え
る
江
戸
酒
屋
と
い
う
の

は
、
江
戸

に
出
店
を
構
え
て
い
た
酒
屋

の
こ
と
で
あ
る
。
近
世
初
頭
の
南
都
諸

白
の
名
声
を
思
え
ば
、
奈
良

の
酒
屋
の

貞 享4年 酒 屋 方

酒
屋
方

江
一尸
酒
屋
、
地
酒
屋
共
二

(中
筋
力
)

酢
屋
町

き

く

や

治

左
衛
門

椿
井
町

同

長
左

衛
門

中
院
町

さ
ぬ
き
や

兵

介

鵲
町

い

わ

井

九
右

衛
門

高
天
市
町

か

瓦

や

宗

入

高
天
市
町

か

瓦

や

太

兵

衛

今
小
路
町

い
つ
」
や

庄

九

郎

(理
力
)

上
三
條
町

井

戸

や

九
郎
右
衛
門

同
町

い
つ
み
や

彦

六

餅
飯
殿
町

川

崎

や

助

三

郎

橋
本
町

と
く
さ
や

勘

兵

衛

押
上
町

と

さ

彦

五

郎

同
町

同

喜

七

郎

同
町

同

庄

太

夫

同
町

す

み

や

庄

五

郎

油
留
木
町

か
う
じ
や

(ア
キ
マ
マ)

東
向
南
町

つ
る
が
や

仁

兵

衛

元
林
院
町

か

め

や

五
郎

兵
衛

(右
力
)

小
西
町

木
津
松
や

八
左
衛
門

下
御
門
町

山
の
口
や

与

八

郎

同
町

う

を

や

四
郎
左
衛
門

高
御
門
町

か

な

や

源

四

郎

(か
)

小
西
町

あ
ぢ
し
や

又

四

郎

南
半
田
西
町

か
た
な
や

利

兵

衛

南
新
町

だ

く

や

弥

兵

衛
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江
戸
進
出
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
の
こ
と
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、

天
和
三
年

(
一六八三
)
一
毒
軒

の
江
戸

酒
屋
の
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
(享
保
年
間
「町
代
和

田
藤
兵
衛
諸
事
控
」
)。

江
戸
酒
屋

一
元
呉
服
町
之
前

松
屋
八
右
衛
門

小
西
町

一
同

井
戸
屋
理
左
衛
門

上
三
条
町

一
同

菊
屋
長
左
衛
門

椿
井
町

一
中
橋
の
河
岸

余
一
屋
善
兵
衛

元
興
寺
町

一
同

加
賀
屋
又
三
郎

高
天
市
町

一
南
鍋
町
北
側
鍋
島
殿
橋
際

讃
岐
屋
兵
助

中
院
町

一
南
大
工
町
一
丁
目

井
筒
屋
九
郎
兵
衛

今
小
路
町

御
本
丸
江
差
上
申
奈
良
酒
屋

一
同
町
南
側

菊
屋
治
左
衛
門

中
筋
町

江
戸
桧
物
町
河
岸

糸
屋
忠
助

一
南
大
工
町
河
岸
広
小
路
角

泉
屋
彦
六

上
三
条
町

同
呉
服
町
河
岸

松
屋
八
右
衛
門

一
ひ
も
の
町

一
丁
目

泉
屋
四
郎
兵
衛

下
三
条
町

同
南
大
工
町

奈
良
屋
八
左
衛
門

一
同

岩
井
九
右
衛
門

鵲
町

同

菊
屋
治
左
衛
門

江
戸
酒
屋

一
一
人
の
う
ち
、
松
屋
と
菊
屋
の
二
人
の
ほ
か
糸
屋
忠
助

・
奈
良
屋
八
左
衛
門
の
都
合
四
人
が
、
江
戸
城
本
丸
に
酒
を
納

め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
糸
屋
と
奈
良
屋

の
二
人
は
な
ぜ
か
江
戸
酒
屋
に
名
を
連
ね
て
い
な
い
。

貞
享
五
年

(一六八八)
の
西
鶴
の

『
日
本
永
代
蔵
』
に
、

大
和
竜
田
の
酒
屋
が
江
戸

に
下
り
、

一
旗
あ
げ
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
話
が

春 日大社 江戸酒屋寄進

灯籠

慶安4年 奉献、正徳5年 再

興寄進とある。江戸諸白屋

中9軒 とあるが、5人 のほ

か判読不能

あ
り
、

「
呉
服
町
の
肴
棚
か
り
て
、
上

上
吉

諸

白

(看
板
の
文
句
)
の
軒
な
ら
び
に
は
出
し
け
れ
共
、
鴻

の
池

・
伊
丹

・
池
田

・
南
都
、
根
づ
よ
き
大
木
の
杉

の
か
ほ
り
に
及
び
が
た
く
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
当

時
奈
良

の
酒
屋
が
江
戸
で
も
老
舗
を
誇

っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
宝
永
年
間

の
記
録
に
よ
れ
ば
、
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江
戸
酒
屋
は

=

軒
、
そ
の
う
ち
菊
屋
治
左
衛
門
、
木
津
屋
理
兵
衛
、奈
良
屋
八
左
衛
門
、糸
屋
忠
助
、
讃
岐
屋
兵
助
の
五
人
が
江
戸
城

本
丸

へ
酒
を
納
め
て
い
た
と
い
う
(點
賍
鮴
藩
輔
齲
味
)。

し
か
し
な
が
ら
、
伊
丹

・
池
田
を
中
心
に
江
戸
積
酒
造
業
が
最
盛
期
を
迎
え
る
元
禄
の
こ
ろ
、
奈
良
の
酒
造
業
は

す
で
に
衰
退
の
道
を
歩
ん
で
い
た
。

元
禄
十

一
年

(コ
ハ九八)
の
惣
酒
屋
の
口
上
書

(燻
醐
)
に

「
古
の
酒
株
は

奈
良

中

に
壱
万
六
千
石
程
御
座
候
間
、
酒
屋
百
拾
軒
余
御
座
候
得
共
、
ぜ
ん
く

に
減
少
仕
り
、
只
今
は
酒
屋
六
拾
軒
程
に
罷
成
、
酒
も
わ

ず

か
に
六
千
石
余
な
ら
で
は
造
り
申
さ
ず
候
」
と
あ
る
。
そ
の
年

の

「
元
禄
調
高
」
で
は
、
酒
屋
が
町
方
で
六
〇
軒
、
寺
下
町
で
九
軒

の
計
六
九
軒
、
酒
造
米
高
が
町
方
で
七

一
五
〇
石
三
斗
三
升
、
寺
下
町
で

一
二

一
石
六
斗
八
升
の
計
七
二
七
二
石

一
升
と

な

っ
て

い

る
(
「酒
造
之
覚

藤
田
文
庫
」
)。
寛
文
七
年

(ニ
ハ六七)
か
ら
酒
屋
数
が
八
軒
減

っ
て
い
る
が
、

元
禄
十
六
年

(宅
〇三)
に
は
、
休
酒
屋
が
さ
ら
に
ふ
え
て

「
酒
造
屋
」
は
六
二
軒
に
減
少
し
て
い
る
(
「黼
雕
蟷
色
。
平
均

一
戸
当
た
り
の
酒
造
米
高
は
、

町
方
に
つ
い
て
み
れ
ば

お
よ
そ

一
二
〇
石

(寺
下
町
で
は
わ
ず
か
一
三
・
五
石
)
、
伊
丹
の
よ
う
に
千
石
蔵
を
も
つ
大
き
な
酒
屋
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、

「他
国
之
大
酒
屋
二
、
三
人

造

り
申
程
之
酒
株
を
奈
良
惣
酒
屋
中

二
て
造
り
申
儀

に
御
座
候
」
(翫
畷
暴
辱
臨
磁
焔
邏
と
も
い
っ
て
い
る
。

一兀
禄

十

年

(
一六
九
七
)

の
童
日
付

(
邏

)
に

よ
れ

ば

一
、
半
切
八
ツ

一
、
壷
代
桶
弐
ツ

一
、
三
尺
桶
弐
ツ

一
、
四
尺
桶
五
ッ

一
、
六
尺
桶
壱
ツ

一
、
溜
桶
壱
ツ

一
、
酒
舟
壱
ツ

一
、
大
釜
壱
ツ

右
之
諸
道
具
ニ
テ
酒
百
五
十
石
迄
出
来
仕
候

と
あ
る
。

つ
づ
い
て

「
此
上
多
造
申
候
者
ニ

ハ
石
高
に
応
じ
道
具
数
を
増
す
」
と
あ
る
が
、
造
酒
高

一
五
〇
石
と

い
う
の
が
、
標
準
的

な
規
模
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
同
年
の

「
惣
酒
屋
口
上
書
」
に

「南
都
之
酒

ハ
名
酒
に
て
御
座
候
故
、
奈
良
造
り
と
申

候

て
酒
之
造
り
か
け
余
国
と
は
格
別
之
儀
に
御
座
候
故
、
道
具

ハ
多

ク
入
り
申
さ
ず
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る

(藤
田
文
庫
)
。

元

禄

期

の

奈

良

酒

造

業
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元
禄
十
年
十
月
、
幕
府
は
酒
屋
、に
運
上
銀
を
課
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

領

主
に
納
入
す
る
こ
と
を
命
じ
た

(た
だ
し
.
請
酒
屋
は
運
上
を
出
さ
な

く
て
よ
か
っ
た
)
。
そ
の
た
め
、
酒
価
を
五
割
方
値
上
げ
し
、
値
上
げ

分
を
運
上
銀
と
し
て
納
め
さ
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
た
と
え
て
い

え
ば
、

一
石
に
つ
き

I
O
O
目
s
酒
は

一
五
〇
目
で
売
り
、
五
〇
目

を
運
上
銀
と
し
て
納
め
た
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
奈
良
の
惣
酒

屋

は
、
奈
良
酒
の
衰
微
と
、

こ
れ
ま
で
名
酒
と
し
て
特
別
の
は
か
ら

い
を
受
け
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
、
運
上
の
用
捨
を
願
い
出
る
が
、

こ
れ
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
江
戸
か
ら
や

っ
て
来
た
酒
改
役
人
に
讃

酒運上銀取立布達(「庁中漫録」)

 

岐

屋
兵
助
と
岩
井
九
右
衛
門
が
加
わ
り
、
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
会
所
を
こ
し
ら
え
、
手
代
二
五
人
を
勤
め
さ
せ
、
酒
道
具

や
酒
造
高
、
在
庫
量
の
調
査
、
す
な
わ
ち
酒
改
め
を
行
な

っ
て
い
る
。
運
上
銀
は
、
各
人
の
一
か
年
分
の
造
石
高

を
四
度
に
分
け
、
十

二
月

一
日
か
ら
十
日
ま
で
、
三
月

一
日
か
ら
十
日
ま
で
、
五
月

一
日
か
ら
十
日
ま
で
、
七
月

↓
日
か
ら
二
十
日
ま
で
を
期
限
に
、
運
上

取

立
役
人
と
な

っ
た
兵
助
と
九
右
衛
門
の
も
と
に
納
め
さ
せ
た
と
い
う

(
「庁
中

漫
録
」
)
。

元
禄
十
年
は
、

造
酒
高
三
二
〇
〇
石
九
斗
五
升
、

運

上
銀

一
三
五
貫
五

一
六
匁
九
分
、
減
醸
令
の
出
た
元
禄
十
二
年
は
造
酒
高

一
八
五
九
石
、
運
上
銀
六
八
貫
三
四
七
匁
六
厘
と
な
っ
て

い
る
。

元
禄
十
年
の
造
酒
高
が
、
さ
き
に
あ
げ
た

「
元
禄
調
高
」
の
半
分
以
下
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
運
上
銀
の
賦
課
を
お
そ
れ
て
過
少
に

申
告
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
伊
丹
で
は
約

一
万
石
に
相
当
す
る
運
上
銀
を
上
納
し
、
実
際
に
は
六
万
石
の
酒
造
を
行
な

っ
て

い

た

と

い
う

(
『伊
丹

市
史
』
)
。

運
上
銀
は
、

会
所
の
経
費

(兵
助
・
九
右
衛
門
を
は
じ
め
手
代
の
給
銀
そ
の
他
)
を
差
引
い
た
う
え
、
奉
行
所
に
上

納

さ
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れ
た

(翫
鏘
呻
)
。

奉
行
所
の
与
力

・
同
心
に
酒
造
掛
が
置
か
れ
る
の
は
、

酒
運
上
の
始
ま

っ
た
元
禄
十
年
か
ら
だ

っ
た
か

も

し
れ

な

い
。な

お
、
運
上
銀
が
始
ま
っ
た
元
禄
十
年
、
私
領
に
ま
で
す
ぐ
に
は
徹
底
し
な
か

っ
た
ら
し
く
、
奈
良
の
酒
だ
け
が
高
値
に
な

っ
て
、

安

い
他
所
酒
が
入
り
込
み
、
毎
年
お
ん
祭
り
前
に
は

「南
都
の
酒
多
く
か
れ
申
候
」
と
こ
ろ
、
今
年
は
さ

っ
ぱ
り
売
れ
な

く

て
大

困

り
、
他
所
酒
が
奈
良
に
入
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
、
他
所
酒
を
買
わ
な
い
よ
う
、
惣
酒
屋
か
ら
善
処
方
を
奉
行
所
に
嘆
願
、

こ
れ
が
認
め

ら
れ
て
町
触
れ
が
出
さ
れ
た
と
い
う
(
「惣
酒
屋
共
訴
訟

状
」
藤
田
文
庫
)。

そ
の
後
酒
運
上
に
つ
い
て
は
、

宝
永
元
年

(
一七〇
四)
の
大
火
で
類
焼
し
た

一
三
人
の
酒
屋
に
こ
れ
を
免
除
し
た
り
し
て
い
る
が
、

同

六
年

(
一七〇九)
三
月
、
将
軍
綱
吉
の
死
を
契
機
に
幕
府
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

正
徳
五
年

(
一七
一五
)
以
降
も
幕
府
は
、

酒
造
制
限
を
た
て
ま
え
と
は
し
て
い
た
が
、

米
価
の
下
落
も
あ

っ
て
こ
れ
を
放
任
し
、

事
実
上
は
酒
造
の
自
由
営
業
の
時
期
を
迎
え
る

(宝
暦
四
年
11
一七謡
に
は

元
禄
調
高
ま
で
の
勝
手
造
り
を
認
め
る
)
。

そ
の
た
め

長
年

の
間
に
、

酒
株
高
と
実
際
の
醸
造
高
と
の
間
に
大
き
な

へ
だ
た
り
が
生
ま
れ

た
。
そ
こ
で
幕
府
は
寛
政
元
年

(
モ
八九)
、
天
明
六
年

(一七八六)
以
前
の
酒
造
米
高
に
よ

っ
て
、
改
め
て
酒
株
の
設
定
を
行
な
っ
た
。
お

そ
ら
く
は
こ
の
と
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
、
天
明
六
年
十
月
付
の

「
酒
株
高
申
上
候
書
付
」

(藤
田
文
庫
)
が
残
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
を
整
理
す

る
と
、
表
30
の
と
お
り
酒
屋
を
営
む
も
の
二

一
軒
で
あ
る
。
ほ
か
に
休
株
の
も
の
三
〇
軒
の
名
前
と
株
高
が
あ
げ

ら
れ
て
い
て
、
勝
南

院
町
醤
油
屋
源
七
の
三
四
〇
石
、
元
興
寺
町
紙
屋
善
兵
衛
の
二
〇
〇
石
の
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
株
高

一
五
〇
石
以
下
、
ほ
と
ん
ど
が
五

〇
石
以
下
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
書
付
に
は
、
な
ぜ
か
江
戸
酒
屋
と
し
て
名
の
あ

っ
た
酒
屋
が
あ
が

っ
て
い
な

い
。
か
り
に
宝
永
の

こ
ろ
の
江
戸
酒
屋

一
一
軒
を
加
え
る
と
、
当
時
の
酒
造
家
は
三
二
軒
と
な
る
。
「去
巳
年
」
、
天
明
五
年

の
酒
造
高

の
合
計
は
四
八

=

石
、
江
戸
酒
屋
の
分
を
加
え
る
と
数
千
石
は
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
酒
屋
数
は
元
禄
期
よ
り
半
減
し
て
い
る
が
、
ほ

ぼ

そ

の
当

酒

造

業

の

停

滞
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表30 天明6年(1786)酒 造 家並 びに天明5年 酒造高

酒 造 家 隲1齷 篶i 注 記

鶴福院町 糀屋仁兵衛

角振新屋町 橋詰屋五兵衛

宿院町

井ノ上町

毘沙門町

中清水町

押上町

芝新屋町

元林院町

南袋町

小西町

押上町

福智院町

餅飯殿町

今御門町

林小路町

般若寺町

北御門町

般若寺町

福智院町

下三条町

升屋四郎兵衛

糀屋喜兵術

杉本屋庄三郎

横田屋九兵衛

印籠屋善右衛門

嶋屋五兵衛

亀屋嘉左衛門

糀屋伊兵衛

北村屋世重郎

柳屋平七

菊屋忠八

糀屋藤八

敦賀屋助次郎

橋詰屋彦六

升屋清兵衛

戎屋弥五郎

鹿嶋屋弥重郎

横田屋吉郎兵衛

米屋嘉兵衛

石
260

160

75

45

20

8

20

10

200

120

50

20

65

170

20

25

20

30

20

90

25

石
380

430

350

418

90

320

195

50

160

但し年に依少々宛増減有之候

年に依少h宛 増減有之候

右九軒ノ義は何頃6譲 り請候哉相知不申候

240

320

230

280

98

ユ20

120

70

150

430

230

130

享保15年10月小太郎町糀屋孫七汐譲り
請
享保14年10月東笹鉾町和束屋源兵衛β
譲り請
享保5年10月 押上町松屋平右衛門6譲
り請
宝暦7年8月 福知院町鍵屋吉兵衛6譲
り請
安永3年4月 押小路町道具屋徳之介6
譲り請

元文4年10月 今小路町布菅屋β譲り請

安永9年11月 北袋町八木屋与兵衛6譲
り請

宝暦3年10月 般若寺町晒屋升右衛門6
同町泉屋元右衛門二譲り請取持分ヲ安
永9年 ヨリ20ケ年借り請酒造り

天明元年9月 内侍原町若松屋新七6譲
り請
天明2年4月 下清水町刀口屋安右衛門β譲

り請
寛延4年9月 福智院町具足屋与助6譲り請

天明5年3月 餅飯殿町日野屋吉兵衛β
譲り請

右二十一軒当時酒屋仕り候者共巳之年酒造高黒米にて右之通に御座候二付

帳面にて奉差上候
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時

の
酒
造
量
は
維
持
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
記
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
享
保
以
後
酒
株

の

譲
渡
が
い
ち
じ
る
し
く
、
酒
造
家

の
隆
替
の
は
げ
し
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
弱
小
酒
造
家
の

没
落
と
有
力
酒
造
家

へ
の
集
中
化
が
す
す
み
、
そ
れ
が
酒
屋
数
の
減
少
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
間
、
享
保
末
年

の
米
価

の
低
落
を
機
に
農
村
に
お
け
る
酒
造
禁
止
策
が
ゆ
る
め
ら
れ
た
結
果
、

讃岐屋銘醸霙酒広告(天理図書館蔵)

地
主
層

に
よ
る
在
方
酒
造
業
の
展
開
が
あ
り
、
摂
津
地
方
で
は
灘

酒
造
業

の
い
ち
じ
る
し
い
台
頭
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に

早
く
衰
退

の
道
を
歩
ん
で
い
た
奈
良
の
酒
造
業
は
、
正
徳
以
降
の

自
由
営
業
の
機
会
を
利
用
し
て
立
直
る
こ
と
が
で
き
ず
、
停
滞
を

つ
づ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
宝
暦

(
一比
瓶
一ご
前
後
と
み
ら
れ
る
霰

酒

の
広

告

の
木

版

が
あ
る

(天
理
図

書
館
蔵
)。

酒
屋
は
菊
屋
治
左
衛
門
、
野
鶴
山

・

油
煙
斎
貞
柳

・
楽
霄
眠
な
ど
奈
良

の
文
人
た
ち
の
推
薦
詩
歌
を
の

せ
て
い
る
。

一
方
霙
酒
の
方
は
、
讃
岐
屋
兵
助

の
銘
醸
だ

っ
た
よ

う
で
、
こ
れ
ま
た
寛
政

(
一七
八
九

～
一八
〇
〇
)
前
後
と

み
ら
れ
る
広
告
の
ち

ら

し
が

あ

り
(天
理
図

書
館
蔵
)、
「
求
ニ
ル
家
醸
霙
酒
ノ
吟
賞
一ヲ
筆
語
」
が

漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
教
養

の
あ
る
上
流
階
級
向
け

の
広
告
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
や
や
時
代
を
下

っ
て
文
化

金 英 舎 名 酒 価 格 表(天理図書館蔵)
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.
文
政
の
こ
ろ

(穴
〇四～
二九)
菊
屋
で
摺
ら
れ
た
酒
類
販
売
値
段
表
が
残
さ
れ
て
い
る
(翫
齷
醪
。
も

っ
と
も
高
い
「
む
め
酒
代
銀
十
五
匁
」

か
ら
、

最
低
の

「
山
乃
井
酒
代
銀
弐
匁
五
分
」

ま
で
二
五
種
の
名
が
み
え
、

さ
ら
に

「
夏
向

一
入
賞
翫
」

と
し
て
蝉
の
羽
酒

(五
匁

五
分
)
と
蓼
酒

(同
)
、
「冬
向
賞
翫
名
酒
」
と
し
て
江
川
酒

(四
匁
五
分
)
、
そ
の
ほ
か
霰
酒

(三
匁
五
分
)
、
霙
酒

(同
)
、

「拝
領
銘

酒
」
と
し
て
鶴

の
子
酒

(七
匁
五
分
)
の
名
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
献
上
進
物
用
に
、

平
樽

・
袖
樽

・
蕨
樽

・
木
地
手
樽

゜

縄
巻
樽
な
ど
各
種

の
樽
を
備
え
、

奈
良
漬

(桶
入
縄
巻
拵
の
荷
造
り
も
で
き
た
ら
し
い
)
や
徳
利
の
類
も
取
扱

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

文
化

.
文
政
期

の
こ
の
こ
ろ
、
寒
造
り
に
集
中
し
て
き
た
灘
で
は
、
寒
造
り
清
酒
の
仕
込
技
術
が
開
発
さ
れ
て
近
代
的
清
酒
の
量
産

化

に
成
功
、
伊
丹
諸
白
を
お
さ
え
て
優
位
に
立
と
う
と
し
て
い
た
。
す
で
に
早
く
そ
の
伊
丹
諸
白
に
と

っ
て
か
わ
ら
れ
た
南

都

諸

白

は
、
そ
の
名
を
忘
れ
去
ら
れ
て
か
ら
で
も
数
十
年
、
名
酒
と
し
て
の
誉
れ
は
遠
い
昔
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
奈
良
の
酒
造

業
は
、
沈
滞
し
た
状
況
の
ま
ま
幕
末
を
迎
え
る
。

幕
末
の
奈
良
酒
造
業
の
状
況
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、

士昂
永
三
年

(
一八五〇
)
の
奉
行
所
与
力
橋
本
政
孝

の

「
心
お

幕

末
の
酒
造
業

ぽ

へ
、
奈
良
酒
造
家
録
」
が
あ
る
(京
都
大
学

図
書
館
蔵
)。

こ
れ
は
三
分
の
二
造
り
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

の
も
の
で
、

た
と
え

ば
奈
良
坂
町
清
兵
衛
の
場
合

「
酒
造
高
三
百
石
/
此
三
分
弐
/
玄
米
弐
百
石
/
白
米
百
九
拾
石
/
澄
酒
百
七
拾
壱

石
」
と
い
う
ふ
う
に

記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
酒
造
家
名
と
酒
造
高
を
整
理
す
れ
ば
、
表
31
の
と
お
り
で
あ
る
。
士昂
氷
三
年
当

時
、
二

五

軒

の
酒

屋
が
あ
り
、
酒
造
高

(酒
造
米
高
)
八
八
三
六
石
を
数
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

幕
府
は
、

寛
政
改
革
期
の
酒
造
統
制
の
あ
と
、

文
化

三
年

(天
〇六)
無
株
の
も
の
に
も
勝
手
造
り
を
認
め
る
が
、
天
保
五
年

(
天
三四)
以
降
は
、
天
保
四
年
以
前

の
酒
造
米
高
を
酒
造
制
限
の

基
準
と
す
る
。
八
八
三
六
石
の
酒
造
米
高
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
基
準

に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
実
際
の
酒
造
高

は
不
明
だ
が
、
株
高

の
う
え
で
は
ほ
ぼ
江
戸
中
期
の
酒
造
高
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
酒
屋
数
の
減
少
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
弱

小
酒
造
家
の
没
落
に
よ
る
酒
造
株
の
集
中
化
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
菊
屋
治
左
衛
門

の
九
〇
〇
石
、
菊
屋
重

左

衛

門

の
七
〇
〇
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第二章 奈良町の産業

石
、
井
戸
屋
利
左
衛
門
の
六
五
〇
石
、
讃
岐
屋
た
き

(兵
助
)
の
六
〇
〇
石
な
ど
が
、
と
く
に
大
き
い
。

こ
の

「
心
お
ぽ

へ
」
に
は
、
文
久
二
年

(
丕
ハニ
)
の
半
造
り
令
の
と
き
の
も
の
も
付
載
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

鶴
福
院
町

糀
屋
市
郎
兵
衛
の
名
が
消
え
て
酒
屋
は

「〆
二
十
四
軒
、
内
江
戸
酒
屋
四
軒
外

二
壱
軒
正
法
院
八
左
衛
門
、
請
酒
屋
二

十

軒
」

と

あ

る
。

つ
い
で
な
が
ら
、

「在
方
酒
屋
百
九
拾
四
軒
外
一一壱
軒
有
之
候
処
ツ
ブ
レ
ル
」
と
あ
り
、

大
和
に
お
い
て
も
在
方
酒
造
業
が
広
範

に
展

開
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
在
方
酒
造
業
の
台
頭
は
、
奈
良
の
酒
造
業
の
発
展
を
お
さ
え
る
要
因
の

一
つ
に
な

っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

慶
応
元
年

(天
六五)
十
二
月
二
十
二
日
、

第
二
次
長
州
征
伐
の
た
め
大
坂
城
に
あ

っ
た
将
軍
家
茂
の
も
と

へ
、

東
本
願
寺
か
ら
南
都

表31嘉 永3年 酒造家および酒造高

酒 造 家 名 高造酒

奈良坂町

般若寺町

今小路町

今小路町

押上町

押上町

中清水町

福智院町

同町

中院町

元林院町

角振新屋町

椿井町

鶴福院町

毘沙門町

中辻町

井上町

南袋町

西城戸町

上三条町

小西町

中筋町

内侍原町

南法蓮町

鍋屋町

米屋清兵衛

和泉屋喜右衛門

扇子屋ひさ(新六)

豊田屋たけ(善四郎)

柳屋平七(きく)

印籠屋善右衛門

横田屋九兵衛

菊屋忠右衛門

横田屋吉郎兵衛

讃岐屋たき(兵助)

亀屋彦右衛門(作兵衛)

橋詰屋重右衛門

菊屋重左衛門(ひさ)

糀屋市郎兵衛

杉本屋庄三郎

米屋善助

小杉屋平左衛門

麹屋伊右衛門

松屋利右衛門

井戸屋理左衛門

米屋作兵衛

菊屋治左衛門

池田屋嘉兵衛

麹屋庄八郎

杉田屋彦十郎

石
300

70

250

430

250

250

320

280

230

600

250

430

700

380

250

300

430

240

200

650

326

900

250

200

350

計 8,836

注()内 は文久2年 現在 の当主名
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酒

一
〇
樽
が
献
上
さ
れ
、
翌
日
家
茂
は
、
老
中

.
若
年
寄

・
御
側
衆
に

一
樽
ず

つ
を
分
か
ち
与
え
た
と
い
う
(
「昭
徳
院
殿
御

在
坂
日
次
記
」
)。

南
都
諸
白

の
余
光
が
な
お
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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箆
四
節

製

墨

の
間 油
で

ま 煙
ん
に 墨
贈
答 つ 油
に く 煙
用 つ 墨
い た は
ら の'
れ に 室
て 始 町
き ま 時
た る 代
゜ と 興

近 伝 福
世 え 寺
初 る 璽

募毳 藷
_」 坊

例 ゜ 雫

1钁
ζ 沺 に

天L薫
正 とL

葦酸
畫 ば 灯nれ 明
口 て の

青+肇
五 と

上 世 り
洛 紀'
中 後 膠簒
の 半 にわ
織 以 一、
田 降 和
信'L
長 貴 し
の 顕 て

 

一
ユ

ヱ
ン
今

日

合

了
、

入
目

事

、

油

六

升

伽
陬
肺
竍
合
三
叫
モ
ノ
米

ニ
テ
・

(麝
)

八

十

文

シ
ヤ
香

一
朱

五
文

丁

子

一
両

(黄

蓮
)

四

文

ワ
ウ

レ

ン

一
両

百
文

二

日

ノ

テ

マ

卅

五

文

ニ
カ

ワ
灰
ヲ
・
キ

ニ
ョ
リ
五
文
入

ニ
ス
、

(気
)

も
と

へ
、
興
福
寺
か
ら
油
煙
墨

一
〇
〇
挺
を
贈

っ
た
と
あ
り
、

「
方
々
機
遣
、
彼
是
過

分

ノ
入
目
也
」
と
い
っ
て
い
る

(
『夥
調
喉
)
。

古
く
は
製
墨
も
、
寺
坊
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
興
福
寺
の
多
聞
院

で
も
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

『多
聞
院
日
記
』
は
、

元
亀
二
年

(
竃
七一)
三
月
十
五
日
、

製
墨

の
経
費
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
を
と
ど
め
て
い
る
。

(灯

心
)

六
文

ト

ウ

シ

ミ

六
文

ケ

ン

ス
ヰ

(割
木
)

へ柴
)

五
文

ワ

リ
キ

・
シ

バ

五

文

ミ

ソ

シ

ル

四
文

ハ
子

ノ
代

五
文

ワ
ラ

一
ソ
ク

+
文
㌶
橸

米

(豆

腐
)

四
文

タ

ウ

フ


